
社会福祉法人 東海福祉会 
評議員・役員に対する報酬等の支給基準 

 
（目的） 
第 1 条 社会福祉法人東海福祉会（以下「法人」という。）評議員・役員に対する報酬等の支給基準（以下「基

準」という。）は、法人の定款第八条及び第二一条の定めに従い、法人の評議員・理事、監事（以下「役員等」と

いう。）に対する報酬等の支給について必要な事項を定めるものである。 
 
（役員等の範囲） 
第 2条 報酬等の支給をおこなう役員等は、次のとおりとする。 
 （1）評議員 
 （2）理事 
 （3）監事 
 2 理事で法人と雇用契約を結んでいる者（以下「内部理事」という。）は、法人の給与規定に従い職員として
の報酬（給与）を支払うので、この基準の対象とはならない。 
 
（報酬支給の範囲） 
第 3条 役員等が、次の会議に出席する場合に報酬を支給することができる。 
 （1）評議員については評議員会 
 （2）理事については理事会・評議員会 
 （3）監事については監事監査・理事会・評議員会 
 （4）役員が、その任を実行するに当たって理事長が必要と判断した会議・研修会等 
 
（報酬の額） 
第 4条 役員等の報酬額は次のとおりとする。 
 （1）評議員・役員等には、会議に参加したときに報酬として 1日あたり８，０００円の日当を支給する。 
   
 （役員等の費用弁償） 
第５条 役員等が、法人のため理事長の要請を受けて出張や研修に参加する場合には、こすもす保育園の旅費規

程で示す施設長と同等の基準の日当以外に、必要な経費の実費を弁償する。 
 
 （改廃） 
第６条 この基準の改廃は、評議員会の議決を経ておこなうものとする。 
附則 
 この基準は、平成 29年 6月 28日より施行する。 



社会福祉法人 東海福祉会 役員名簿 

評議員  

 今原 淳子 

 太田 ツユ子 

 兒玉 房子 

 酒井 隆之 

 平田 靖彦 

 柳田 美千代 

 渡部 恭久 

理事  

 岡田 弘明 

 小川 靖子 

 川原 皐月 

 志野崎 光洋 

 水津 寿和子 

 馬服 計志 

監事  

 大﨑 睦雄 

 梶本 幸延 

 


